
従業員研修助成金交付要綱

昭和５５年 ４月 １日 制 定

令和 ５年 ３月２０日 最終改正

（目的）

第１条 この要綱は、一般社団法人岡山県トラック協会（以下「協会」という。）が

行う人材育成対策の一環として、会員事業者が従業員に対する研修を実施して、資

質の向上と社会的ニーズに対応する素質を涵養し、時代に即応する人材の養成を図

るための助成金（以下「助成金」という。）の交付に関して、必要な事項を定め、

適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。

（助成対象）

第２条 助成の対象は、貨物自動車運送事業に従事する従業員の研修を行った会員事

業者（以下「事業者」という。）とする。

２ 助成対象となる従業員は、岡山県内の会員事業所に属する従業員とし、第３条に

規程する施設の現地において参加した者に限る。

（研修の実施場所）

第３条 従業員の研修を実施する施設は、別記施設とし、この施設以外は適用しない。

（助成金の金額）

第４条 前条の施設を利用して研修を実施した場合、次の区分により経費（消費税及び

地方消費税を含まない）の一部を助成する。

(1) 宿泊を伴う研修を行った場合

１名につき２，０００円以内

(2) 日帰りとしての研修を行った場合（ただし、１日につき１回の研修のみ対象）

１名につき１，０００円以内

２ 実際に要した経費（消費税及び地方消費税を含まない）が前項の金額以内のときは、

その金額とする。

（助成申請及び助成金の請求）

第５条 助成を希望する事業者は、当該年度３月１５日までに「従業員研修助成申請

書兼交付請求書」を、協会に提出するものとする。

２ 上記期間内であっても、予算額に達した場合は、その時点で助成を打ち切るもの

とする。



（研修の実施期間）

第６条 従業員の研修を実施する期間は、毎年４月１日から翌年３月１５日までとす

る。

（助成金の交付）

第７条 協会は、前条の規定による「従業員研修助成申請書兼交付請求書」が提出さ

れた場合は、内容審査のうえ、助成金を交付すべきものと認めたときは事業者に対

し助成金を交付する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項を別に定めることができる。

（附則）昭和５５年４月１日から施行する

平成１８年４月１日から施行する

平成２３年４月１日から施行する （平成２３年５月９日改正）

平成２５年４月１日から施行する （平成２５年３月２５日改正）

平成２７年４月１日から施行する （平成２７年３月２５日改正）

平成２８年４月１日から施行する （平成２８年３月２８日改正）

平成２９年４月１日から施行する (平成２９年３月２４日改正）

平成３０年４月１日から施行する (平成３０年３月２７日改正）

平成３１年４月１日から施行する (平成３０年３月２０日改正）

令和 ４年４月１日から施行する （令和 ４年３月２３日改正）

令和 ５年４月１日から施行する （令和 ５年３月２０日改正）


